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■
は
じ
め
に

二
〇
一
二
年
八
月
二
二
日
、
米
国
証
券
取
引
委
員
会

（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）は
、製
品
の
製
造
に
使
用
し
て
い
る
一
定
の
材

料
の
原
産
の
開
示
を
公
開
企
業
に
義
務
付
け
る
ド
ッ
ド・

フ
ラ
ン
ク・ウ
ォ
ー
ル・ス
ト
リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者

保
護
法（
ド
ッ
ド・フ
ラ
ン
ク
法
。
二
〇
一
〇
年
可
決
）第

一
五
〇
二
条 

＊1

の
実
施
規
則
を
採
択
し
た
。
同
法
の
実

施
は
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
上
に
影
響
に
与
え
、社

会
的
責
任（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）に
関
す
る
企
業
や
政
府
の
方
針
を

評
価
す
る
た
め
の
新
た
な
情
報
を
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

に
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
企
業
の
戦
略
に
も
少

な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

■
紛
争
鉱
物
規
定

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
委
員
ら
は
、一
定
の「
紛
争
鉱
物
」 ＊2

を
含

有
す
る
製
品
を
有
す
る
ま
た
は
製
造
工
程
で
使
用
す
る

企
業
に
新
た
な
年
次
報
告
義
務
を
課
す
ド
ッ
ド・フ
ラ
ン

ク
法
第
一
五
〇
二
条（
紛
争
鉱
物
規
定
）に
基
づ
く

フ
ォ
ー
ム
と
最
終
規
則
を
承
認
し
た
。＊3

紛
争
鉱
物
と

は
一
般
に「
３
Ｔ
Ｇ（
す
ず
、タ
ン
タ
ル
、タ
ン
グ
ス
テ
ン

お
よ
び
金
）」と
称
さ
れ
、特
定
の
政
情
不
安
定
地
域（
コ

ン
ゴ
民
主
共
和
国（
Ｄ
Ｒ
Ｃ
）お
よ
び
そ
の
周
辺
国

（Covered Countries

）と
定
義
さ
れ
て
い
る
）で
採
掘

さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
、通
信
、

航
空
、自
動
車
、宝
飾
品
、医
療
機
器
等
の
製
造
業
な
ど

で
約
六
、〇
〇
〇
社 

＊4

が
こ
の
規
則
の
影
響
を
受
け
る

可
能
性
が
あ
る
と
推
計
し
て
お
り
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
報
告
書

を
提
出
し
て
い
な
い
日
本
企
業
も
報
告
書
提
出
企
業
の

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
で
あ
れ
ば
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
五
〇
二
条
の
適
用
対
象
で
あ
る
発
行
体
は
、
紛

争
鉱
物
に
関
す
る
開
示
と
そ
の
義
務
が
あ
る
場
合
、紛

争
鉱
物
報
告
書
を
二
〇
一
四
年
五
月
三
一
日
ま
で
に
新

た
な
専
用
開
示
報
告
書（
Ｆ
ｏ
ｒ
ｍ 

Ｓ
Ｄ
）に
て
フ
ァ
イ

リ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、（
会
計
年
度
の
終
了
時
に
関
わ
ら

ず
）二
〇
一
三
年
一
二
月
に
終
了
す
る
暦
年
よ
り
紛
争
鉱

物
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
紛
争

鉱
物
規
定
で
は
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
お
よ
び
Ｃ
Ｆ
Ｏ
に
よ
る

Ｆ
ｏ
ｒ
ｍ 

Ｓ
Ｄ
の
宣
誓
は
義
務
付
け
て
い
な
い
が
、同

フ
ォ
ー
ム
は
一
九
三
四
年
の
証
券
取
引
法
第
一
八
条
の
責

任
の
対
象
と
な
る
。＊5

す
な
わ
ち「
フ
ァ
イ
ル（F

iled
）」

と
い
う
こ
と
の
実
際
的
な
影
響
は
、報
告
書
を
提
出
す

る
発
行
体
が
証
券
取
引
法
の
第
一
八
条
に
基
づ
き「
虚
偽

ま
た
は
誤
解
を
与
え
る
記
述
」に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、紛
争
鉱
物
規
定
は
、以
下
を
含
む
い
く
つ
か
の

ス
テ
ッ
プ
を
義
務
付
け
て
い
る
。

●
誠
実
に
実
行
さ
れ
、自
社
の
使
用
す
る
材
料
が
紛
争

国
産
で
あ
る
か
ま
た
は
リ
サ
イ
ク
ル
／
ス
ク
ラ
ッ
プ
由

来
で
あ
る
か
を
判
断
で
き
る
よ
う
合
理
的
な「
原
産
国
」

調
査（
Ｒ
Ｃ
Ｏ
Ｉ
）が
設
計
し
、調
査
を
実
施
す
る
。

●
紛
争
国
が
原
産
で
あ
る
鉱
物
が
リ
サ
イ
ク
ル
／
ス
ク

ラ
ッ
プ
由
来
で
は
な
い
と
結
論
し
た
場
合
、紛
争
鉱
物

の
原
産
と
加
工・流
通
過
程
の「
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」

を
実
施
し
、場
合
に
よ
っ
て
は
民
間
部
門
の
独
立
監
査

を
必
要
と
す
る
紛
争
鉱
物
報
告
書
を
Ｆ
ｏ
ｒ
ｍ 

Ｓ
Ｄ
の

添
付
資
料
と
し
て
フ
ァ
イ
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
取
組
み
は
、経
済
開
発
協
力

機
構（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）が
承
認
し
た
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス・

ガ
イ
ダ
ン
ス
等
の
そ
の
国
で
ま
た
は
国
際
的
に
認
め
ら

れ
た
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
準
拠

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、第
一
五
〇
二
条
の
遵
守
に
必
要
な
長
い
リ
ー
ド

タ
イ
ム
や
同
法
の
遵
守
が
長
期
の
事
業
／
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
計
画
の
策
定
に
ど
う
い
う
影
響
を
及
ぼ
し
う

る
か
等
々
、二
〇
一
〇
年
の
法
律
可
決
以
来
、企
業
は
多

く
の
点
を
議
論
し
て
き
た
結
果
、紛
争
鉱
物
規
定
の
要

求
事
項
を
満
た
す
た
め
の
時
間
的
猶
予
を
増
や
す
た
め

に
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
最
終
規
則
は
、一
定
の
製
品
の
材
料
の
原

米
国
の
紛
争
鉱
物
規
定
が

も
た
ら
す
影
響
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産
を「
Ｄ
Ｒ
Ｃ
コ
ン
フ
リ
ク
ト
判
定
不
能（D

RC Conflict 

U
ndeterm

inable

）」と
す
る
こ
と
を
認
め
、小
規
模
報

告
企
業 

＊6

に
は
最
大
四
年
間
の
、そ
の
他
の
企
業
に
は

二
年
間
の
移
行
期
間
を
設
け
、
移
行
期
間
中
、
第
三
者

に
よ
る
独
立
監
査 

＊7

の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め

て
い
る
。

■
学
ん
だ
教
訓

紛
争
鉱
物
規
則
案
を
早
期
に
採
用
し
た
企
業
は
、（
規

定
遵
守
の
）成
否
が
、先
ず
は
経
営
陣
か
ら
の
強
力
で
明

確
な
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
こ
と
、次
い
で
し
っ
か
り
と
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
続
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
部

署
間
の
緊
密
な
協
力
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
程
な
く

し
て
学
ん
だ
。
少
な
く
と
も
、サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
／
調

達
、法
務
、財
務
お
よ
び
内
部
監
査
の
四
つ
の
部
署（
プ

ラ
ス
、社
内
に
あ
れ
ば
Ｃ
Ｓ
Ｒ
担
当
部
署
）が
連
携
し
て

作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
、お
よ
び
紛
争
鉱
物
規

定
の
対
象
と
な
る
企
業
で
は
、サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
分
析

が
通
常
多
数
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る

た
め
、リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用
が
適
し
て

い
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
た
。

リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
第
一
歩
は
、

多
く
の
場
合
、単
一
の
製
品
ま
た
は
単
一
の
事
業
部
が
関

わ
る
パ
イ
ロ
ッ
ト・プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
る
こ
と

に
あ
る
。
日
本
の
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
メ
ー
カ
ー
複
数
社

が
既
に
パ
イ
ロ
ッ
ト・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
お
り
、

複
数
の
大
手
自
動
車
メ
ー
カ
ー
も
二
〇
一
二
年
に
後
に

続
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。＊8

パ
イ
ロ
ッ
ト・ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
て
も
、
材
料
の
流

通
過
程
や
細
か
な
部
材
の
請
求
書
に
関
し
て
大
掛
か
り

な
分
析
が
必
要
と
な
る
。
先
進
国
市
場
の
大
規
模
な
サ

プ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、必
要
な
情
報
を
比
較
的
容
易
に
提
供

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、私
有
企
業
お
よ
び
／
ま
た

は
新
興
市
場
に
本
社
が
あ
る
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て

は
、よ
り
困
難
で
よ
り
長
い
リ
ー
ド
タ
イ
ム
が
必
要
か

も
し
れ
な
い
。

リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
を
設
定
し
た
後
に
対
処
す
べ
き
課
題
の
一
つ
は
、

自
社
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
あ
る
鉱
物
の
原
産
の
判

定
で
あ
る
。
最
終
工
程
の
組
立
／
統
合
作
業
に
従
事
し

て
い
る
企
業
は
、一
次
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
取
引
／
契
約
関

係
を
結
ん
で
い
る
が
、そ
の
下
に
、機
密
保
持
上
の
配
慮

を
要
す
る
ク
モ
の
巣
状
に
結
ば
れ
た
取
引
契
約
で
構
成

さ
れ
た
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
層
が
一
二
層
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
紛
争
鉱
物
規
定
の
期
日

に
間
に
合
わ
せ
る
に
は
相
当
な
リ
ー
ド
タ
イ
ム
が
必
要

で
あ
り
、そ
の
達
成
に
は
、組
織
、報
告
体
制
ま
た
は
責

任
体
制
上
の
変
更
が
必
要
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
課

題
の
複
雑
さ
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、先
行
企
業
は
、

パ
イ
ロ
ッ
ト・プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
持
続
可
能
で
監
査
可
能

な
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
移
行
す
る
た

め
に
、必
要
な
ス
キ
ル
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
の
ニ
ー
ズ
の
見
極
め
を
急
い
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
構
築
は
、当
初
特
定
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
上
の
ニ
ー
ズ
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、先
行
企
業
は
、こ
の
取

組
み
を
よ
り
広
範
囲
に
活
用
す
る
こ
と
の
価
値
を
発
見

し
て
い
る
。
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
分
析
は
、ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
の
期
待
の
高
ま
り
と
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
フ
ォ
ー
カ
ス

し
た
他
の
規
制 

＊9

の
出
現
へ
の
対
応
に
必
要
と
な
る
可

能
性
が
あ
り
、効
率
性
と
透
明
性
の
向
上
の
た
め
の
活

用
が
期
待
さ
れ
る
。
企
業
は
、紛
争
鉱
物
規
定
を
単
な

る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
上
の
対
応
だ
け
で
は
な
く
、サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン・リ
ス
ク・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
端
緒
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

＊1  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf
＊2  「紛争鉱物」という言葉は、証券取引法第1502条（e）（4）で、（a）コロンバイト・タンタライト別名コルタン（タンタルの鉱石）、すず石（すずの鉱石）、金、鉄マンガン重石（タングステンの鉱石）または 

それらの派生物、または（b）コンゴ共和国または隣接国で紛争の資金源になっていると米国国務長官が決定したその他の鉱物またはその派生物と定義されている。
＊3  SEC Final Rule for Disclosing Use of Conflict Minerals, August 22, 2012, http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf
＊4  Memorandum of Claigan Environmental presentation to SEC, December 12, 2011 http://www.sec.gov/comments/s7-40-10/s74010-429.pdf
＊5  KPMGのDefining Issues
＊6  証券取引法の規則12b-2、Smaller Reporting Companies Regulatory Relief & Simplificationに定義されている。
＊7  1934年証券取引法
＊8  “Taking Conflict Out of Consumer Gadgets" - Company Rankings on Conflict Minerals 2012, Sasha Lezhnev and Alex Hellmuth, enoughproject.org, August 2012. http://www.enoughproject.org/files/CorporateRankings2012.pdf
＊9  Conflict Minerals Provision of Dodd Frank: Immediate Implications and long term opportunities for companies, KPMG LLP, August 2011 

http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/dodd-frank-series/Documents/conflict-minerals-provision-dodd-frank.pdf 
「ドッド・フランク法による紛争鉱物規制（2011年8月、日本語対訳）」http://fas-group.kpmg.or.jp/knowledge/research/201111.html

図2●3TGの用途とDRC産比率

金　属 業　界 一般的な用途 商業的原鉱
全世界の供
給における
DRCの比率

錫 •電子機器
•自動車
•産業機器
•建設

•パイプ、 
回路接合用の 
はんだ

•鉄鋼の錫メッキ
• 合金（銅、真鍮、 
ピューター）

錫石 5％

タンタル •電子機器
•医療機器
•工具・産業機器
•航空宇宙

•コンデンサ 
（殆どの電子機器）
•カーバイド工具
• ジェットエンジン 
部品

コルタン
（コロンバイト・ 
タンタライト）

15 ～ 20％

タングステン •電子機器
•照明
•産業機械

•金属ワイヤー、 
電極、接触子

•加熱、溶接

鉄マンガン重石、
灰重石、鉄重石、
マンガン重石

0.60％

金 •宝飾品
•電子機器
•航空宇宙

•宝飾品
•電気メッキ、 
IC配線

自然金または 
化合物

0.5 ～ 2％

中央アフリカ共和国

南スーダン
共和国

アンゴラ
共和国

ザンビア共和国

タンザニア共和国

コンゴ
民主
共和国

ウガンダ共和国
ルワンダ共和国
ブルンジ共和国

コンゴ共和国

図1●コンゴ民主共和国とその周辺国


